
資料６ 
小児医療費助成制度の拡充について 

１ 現行制度の概要

（１）趣旨 

医療費助成により、子どもの健全な育成と小児保健の向上に寄与するとともに、福祉 

 の増進を図ることを目的とする。 

（２）助成内容 

ア ０歳児から小学校２年生まで 

対象者に医療証を交付し、入院・通院の保険医療費の自己負担額を、原則、窓口負

担のない現物給付方式により助成 

イ 小学生３年生から中学校卒業まで 

入院の保険医療費の自己負担額を償還払い方式により助成 

（３）所得制限 

   １歳児以上の場合、児童手当法施行令に定める所得限度額に準拠した所得制限あり 

扶養人数 ０人 １人 ２人 ３人 

所得限度額 ６３０万円 ６６８万円 ７０６万円 ７４４万円 

収入額（目安） ８３３万円 ８７５万円 ９１７万円 ９６０万円 

２ 制度拡充の内容 

子どもが病気の時に、費用の心配なく安心して医療を受けられる環境整備を行うことで、

安心して子どもを産み育てることのできる社会づくりを推進するため、平成２８年４月か

ら通院医療費の助成対象を小学校３年生に引き上げます。 

【現 行】 

対象年齢 助成の範囲 所得制限 

０歳児 
通院・入院 

なし 

１歳児～小学校２年生 児童手当法に定める 

所得制限の額と同額 小学校３年生～中学校卒業 入院のみ 

【拡充後】 

対象年齢 助成の範囲 所得制限 

０歳児 
通院・入院 

なし 

１歳児～小学校３年生 児童手当法に定める 

所得制限の額と同額 小学校４年生～中学校卒業 入院のみ 



３ 拡充の影響 

（１）通院医療費の助成対象者の増加見込数 約９，０００人 

  ※ 平成２７年度末の通院医療費の助成対象者見込数 約１００，０００人 

（２）平成２８年度当初予算  ４，０７７，０３０千円（前年度比 ２６８，５９２千円増） 

      （うち県補助金    ６２３，３３４千円） 

  ※ 平成２７年度当初予算 ３，８０８，４３８千円 

（うち県補助金   ６１１，８４４千円） 

（参考） 川崎市における制度の変遷 

昭和４８年 ４月 川崎市乳児医療費助成制度開始  

０歳児のみ(入院・通院)所得制限なし 

平成 ７年１０月 神奈川県補助事業開始に伴い川崎市小児医療費助成制度に改める 

          ０歳児から２歳児（入院・通院） 

３歳児～中学卒業まで(入院のみ) 

           １歳児以上所得制限あり 

平成 ９年 ７月 所得制限を緩和 

平成１１年 １月 ３歳児まで通院医療費の助成対象を拡大 

平成１４年 １月 ４歳児まで通院医療費の助成対象を拡大 

平成１７年 １月 ５歳児まで通院医療費の助成対象を拡大 

平成１８年 ４月 所得制限を緩和 

平成１９年 １月 小学校就学前まで通院医療費の助成対象を拡大 

平成２４年 ６月 所得制限を緩和 

平成２４年 ９月 小学校１年生まで通院医療費の助成対象を拡大 

平成２７年 ４月 小学校２年生まで通院医療費の助成対象を拡大 

平成２８年 ４月 小学校３年生まで通院医療費の助成対象を拡大 


